
農業分野における外国人材の受入れ
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（単位：人）

資料：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況」から特別集計（各年10月末日現在）

資料：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況」から特別集計
（令和４年10月末日現在）

※「外国人雇用状況」の届出は、雇入れ・離職時に義務付けており、「技能実習」から「特定技能」へ移行する場合
など、離職を伴わない場合は届出義務がないため、他の調査と一致した数字とはならない。

（※）

農業分野の外国人材の受入れの状況
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農業分野の外国人労働者数の推移

専門的･技術的分野（特定技能を含む）

技能実習

その他

総数

ベトナム, 
15,631

中国（香港・マカ

オを含む）, 7,765

フィリピン, 
5,169

インドネシア, 
6,320

カンボジア, 
3,083

タイ, 1,912

ミャンマー, 
1,175

その他, 
2,103

外国人労働者の国籍別内訳

○農業分野の外国人労働者数は、この5年で1.６倍に増加している。
〇新型コロナウイルス感染症に伴う水際措置により、R3.1月～10月、12月～R4.2月の間は、外国人の新規入国はな
かった。

○国籍別ではベトナムが一番多く、全体の４割近くを占めている。
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①身分に基づく在留資格 約59.5万人
(｢定住者｣(主に日系人)、 「永住者」、 「日本人の配偶者等」等)

・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

③特定活動 約7.3万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就
労者、外国人造船就労者等）
･「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を
受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約33.1万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認められる
場合に報酬を受ける活動が許可。

④技能実習 約34.3万人
･技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
･平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のあ
る「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以降に資格変更した技能実習生
も同様。）。

②就労目的で在留が認められる者 約48.0万人
(いわゆる｢専門的・技術的分野」 ※「特定技能」含む)
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

※外国人雇用状況の届出状況（令和４年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間
等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度（雇用対策法第28条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護
介護福祉士
※ 平成29年９月から新たに追加

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

我が国における外国人労働者（総数 約182.3万人）の現状

※就労を目的とした新たな在留資格（「特定技能」）
･一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるもの。（1号と2号に区分）
・受入れ対象分野については、真に必要な分野に限定する。
・在留期間の上限は、1号は通算で５年とする。
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技能実習制度
特定技能制度

(出入国管理及び難民認定法)

在留資格
「技能実習」
➢ 実習目的

「特定技能１号」、「特定技能２号」
➢ 就労目的

在留期間

最長５年
※第１号(１年)、第２号(２年)、第３号(２年)
※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内に、

１か月以上帰国させる必要

「特定技能１号」：通算５年（１年を超えない範囲の在留期間を更新）
「特定技能２号」：上限なし（３年、１年又は６月の在留期間を更新）
※在留期間中の帰国可

従事可能な
業務の範囲

・耕種農業のうち
「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」
・畜産農業のうち
「養豚」「養鶏」「酪農」
※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加
工の作業の実習も可能

「特定技能１号」：・耕種農業全般
・畜産農業全般

「特定技能２号」：１号で従事可能な業務及び当該管理業務
※日本人が通常従事している関連業務（農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の
除雪作業等）に付随的に従事することも可能

技能水準 ―

「特定技能１号」：相当程度の知識又は経験を必要とする技能
「特定技能２号」：熟練した技能

※業所管省庁が定める試験等により確認。
ただし、１号については、技能実習（３年）を修了した者は試験を免除。

日本語能力
の水準

―

「特定技能１号」：ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の
能力を有することを基本

※業所管省庁が定める試験等により確認。
ただし、技能実習（３年）を修了した者は試験を免除。

外国人材の
受入れ主体
（雇用主）

実習実施者（農業者等）
※農協が受入れ主体となり、組合員から農作
業を請け負って実習を実施することも可能

・農業者等
・派遣事業者（農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定）

農業分野の外国人材の在留資格制度の比較
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①技能実習制度 ②特定技能制度

○特定技能１号については、通算５年間（途中での出入国可）就労可能。
○特定技能２号については、在留期間の更新回数に上限なし。（要更新）

（１）海外から採用するケース

（２）国内在留者を採用するケース

日本

特
定
技
能
外
国
人

受
入
機
関

出
入
国
在
留
管
理
庁

登
録
支
援
機
関

受入れ申請・許可

支援委託 登録申請

応募・選考、雇用契約により
就労開始

送出し国

※送出し機関を経由
することも可能

○技能実習２号修了者
○新規入国予定の外国人
（試験合格者）

日本

受
入
機
関

出
入
国
在
留
管
理
庁

在留資格の変更申請・許可

登
録
支
援
機
関

登録申請支援委託

特
定
技
能
外
国
人

応募・選考、雇用契約により
就労開始

○技能実習２号修了者
○留学生など
（試験合格者）

送出し国
日本

技
能
実
習
生

と
な
る
外
国
人

送
出
機
関

応募・選考・決定
監
理
団
体

外
国
人
技
能
実
習
機
構

実
習
実
施
者

監理団体申請・許可

契約
実習生の
取り次ぎ

受入れ申込み

実習計画の
申請・認定

雇用契約により実習開
始

入国・受入れ

（１）団体監理型

○技能実習生は、１年間の技能実習（１号）を経て、一定の技能習得ができたと評価
されれば、最長５年間の技能実習（２・３号）を受けることが可能。

（２）企業単独型

送出し国 日本

技
能
実
習
生

と
な
る
外
国
人

外
国
人
技
能
実
習
機
構

実
習
実
施
者

雇用契約 実習計画の申請・認定

入国・受入れ

海外支店等

技能実習制度と特定技能制度の比較
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○ 監理団体（農協や事業協同組合等）が技能実習生を受け入れ、傘下の組合員・会員（農業経営体）が実習計画に基づき１
～５年間の技能実習を実施。

○ 農業分野においては、技能実習１号段階では職種・作業の限定はないが、２・３号段階では、２職種６作業が対象となってい
る。

資料：外国人技能実習機構公表資料より

➢ 団体監理型による技能実習生の受入れ

➢ 技能実習期間

（参考）
農業分野に対応している監理団体数（令和５年６月26日現在）

技能実習１号 技能実習２号 技能実習３号

１年目 ２年目～３年目 ４年目～５年目

職 種 名 作 業 名

耕 種 農 業 施設園芸

畑作・野菜

果 樹

畜 産 農 業 養 豚

養 鶏

酪 農

○ 技能実習生は、１年間の技能実習（１号）を経て、一定の技能
習得ができたと評価されれば、最長５年間の技能実習（２・３
号）を受けることが可能。

※ ２・３号移行には、農業技能評価試験に合格することが必要。

➢ 農業分野の技能実習２・３号移行対象職種・作業

※ ３号移行には、監理団体及び実習実施者の双方が優良な機関である
と認められることが必要。

全分野 農業分野

特定監理事業 1,745 542

一般監理事業 1,909 1,026

計 3,654 1,568

○特定監理事業：１・２号の実習監理を行う監理団体
○一般監理事業：一定の要件を満たした優良な監理団体として、

１・２号だけでなく３号の実習監理も行うことが可能な監理団体

農業分野における技能実習制度の概要
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受入れ見込み数
（５年間の最大値） ・36,500人（特定技能１号のみ）

人材の基準

［技能試験］（１号、２号）※技能実習２号修了者は１号の試験免除。
農業技能測定試験
①耕種農業全般
②畜産農業全般

［日本語能力試験］（１号のみ）※技能実習２号修了者は免除。
①日本語能力試験(N4以上)、②国際交流基金日本語基礎テスト

［実務経験］（２号のみ）
①耕種農業（畜産農業）の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての２年以
上の実務経験

②耕種農業（畜産農業）の現場における３年以上の実務経験

受入れの停止・再開

農林水産大臣は、
・人手不足状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討等を行う
・受入れ見込み数を超えそうな場合は、法務大臣に受入れ停止を求める
・受入れ停止後、再び必要性が生じた場合は、法務大臣に受入れ再開を求める

業務

①耕種農業全般（栽培管理、集出荷・選別等 ※栽培管理の業務が含まれている必要）
②畜産農業全般（飼養管理、集出荷・選別等 ※飼養管理の業務が含まれている必要）
③２号については、①または②の業務に加えて、当該管理業務

受入れ機関等の条件
①「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと
②過去５年以内に同一の労働者（技能実習生を含む）を少なくとも６か月以上継続して雇用した経験
またはこれに準ずる経験があること 等

雇用形態 ①直接雇用
②労働者派遣（派遣事業者は、農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定）

・実施主体は(一社)全国農業会議所
・2019年秋から実施。2022年度も随時実施
・実施国・開催時期等については(一社)全国農業会議所のＨＰにて公表。

https://asat-nca.jp/

・実施主体は① (公財)日本語国際教育支援協会・(独)国際交流基金 、②(独)国際交流基金
・実施国・開催時期等についてはそれぞれのＨＰにて公表。
https://info.jees-jlpt.jp/ (日本語能力試験), https://www.jpf.go.jp/jft-basic/(日本語基礎テスト) 

日本人が通常従事している関連業務（農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等）に付随的に従事することも可能

農業分野における特定技能による受入れの概要
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外国人材受入総合支援事業

【令和５年度当初予算額 324（359）百万円】

＜対策のポイント＞
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野における外国人材の確保と適正かつ円滑な受入れに向けて、外国人材の知識・技能を確認する試験の実

施や海外の教育機関等と連携した現地説明・相談会の開催、働きやすい環境の整備等を支援します。

＜事業目標＞
○ 農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の分野における外国人材の確保
○ 外国人材が働きやすい労働環境の整備の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．技能試験の円滑な実施、現地説明・相談会の開催

外国人材の知識及び技能を評価・確認するための試験の作成・更新、実施や、

農業分野における海外の教育機関等と連携した現地説明・相談会の開催を支援し

ます。

２．外国人材が働きやすい環境の整備

農業、漁業、飲食料品製造業及び外食業の各分野で就労する外国人材が働き

やすい環境整備等のために相談窓口の設置、外国人材の労働環境の調査・分析、

雇用主等への助言活動、優良事例の収集・周知等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

１．技能試験の円滑な実施、現地説明・相談会の開催

２．外国人材が働きやすい環境の整備

外国人材等がアクセスしやすい相談体制の整備、外国人材の労働環境の実態
把握と改善のための助言、雇用主による就労環境改善の取組事例の周知等

等

国

民間団体等

漁協等
定額定額

（２の事業の一部）

国
定額

民間団体等

（１の事業、２の事業の一部）

・ 日本で即戦力となり得る知識及び技能を有しているかを確認するために必要な
試験の作成・更新、国内外での試験の拡大・実施
・ 海外で働く意向のある外国人材に対する、受験の促進と日本の農業現場への就
労支援のため、現地説明・相談会を開催

［お問い合わせ先］
（農業分野） 経営局就農・女性課 （03-6744-2159）
（漁業分野） 水産庁企画課 （03-6744-2340）
（飲食料品製造業分野） 大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 （03-6744-2397）
（外食業分野） 外食・食文化課（03-6744-2053）



〇 制度の適切な運用を図るため、農林水産省が平成31年３月27日に設置。
〇 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人が受け入れられる
よう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を実施。

農業特定技能協議会

農業分野の
受入れ機関

農林水産省

制度所管省庁
（出入国在留管理庁、

警察庁、厚労省、外務省）

（公社）日本農業法人協会
全国農業協同組合中央会
（一社）全国農業会議所 等

活動内容

① 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
② 受入れに係る人権上の問題等への対応
③ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援（特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合に
おける情報提供等の必要な協力）
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握及び分析
⑥ 地域別の人手不足の状況の把握及び分析
⑦ ⑥を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整（看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での
受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む）
⑧ 特定技能所属機関に対する協議会の会員であることの証明
⑨ 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報、課題等の共有、協議等

●全国９ブロック（北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄）にて「地域協議会」も設置。
運営委員会

協議会の招集、共有する情報の
内容その他協議会の運営に必要
な事項を決定

※農業特定技能協議会に加入した受入れ機関は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなります。

農業特定技能協議会について

99



1010



1111



1212



1313



1414



1515



1616



1717



18



1919



2020



2121



《周知》 ・農業技能実習・特定技能協議会を通じた人権尊重の周知

《教育》
・受入中又は受入れを検討する農業経営体を対象としたセミナー開催
・外国人材の適正受入れマニュアルの作成・公開

《相談対応》 ・外国人材向け相談窓口の開設（７か国語に対応）、農業経営体への助言活動

《確認》 ・農業現場に就労する外国人材の労働環境・生活環境に関する満足度調査の実施

《その他》
・労働基準法適用除外規定の準拠（技能実習生）
・「労働安全」「人権保護」を含む国際水準GAP（農業生産工程管理）の普及・推進

農業分野の外国人材の人権保護の取組

■ 人権ガイドライン

○ 2011年、国連人権理事会でビジネスと人権に関する指導原則が支持され、企業に人権尊重を求める動きが加速。
○ 2022年、日本政府は、国連の指導原則をはじめとする国際スタンダードを踏まえた「責任あるサプライチェーン
等における人権尊重のガイドライン」（以下「人権ガイドライン」）を策定。

○ 農業の業界団体においても、日本農業法人協会が「人権方針」を策定するなど具体的な取組の動き。

○ 対象
日本で事業活動を行うすべての企業・

個人事業主

○ 企業における人権尊重の取組の全体像
① 人権方針の策定
② 人権デューデリジェンス（※１）の実施
③ 自社が人権への負の影響を引き起こし
又は助長している場合における救済

○ 人権尊重の取組に当たっての考え方
① 経営陣によるコミットメントが重要
② 人権侵害リスクはどの企業にもある
③ ステークホルダー（※２）との対話が重要
④ 優先順位をつけて取り組む
⑤ 各企業の協力が重要

＜参考資料：経済産業省ホームページ＞

https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-
jinken/index.html

■ 農業の業界団体の主な取組

■ 外国人材の適正な受入れに向けた対応状況

※１ 企業が、自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権
侵侵害等を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのよ
うに対処したかについて説明・情報公開してくために実施する一連
の行為。

※２ 取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、消費者、業
界団体、国や地方自治体等

一般社団法人
全国農業会議所

人権ガイドラインを踏まえた
「外国人材の適正受入れマニュアル」の作成・配布

公益社団法人
日本農業法人協会

「人権方針」を策定・公表（令和５年３月）

一般社団法人
全国農業協同組合中央会

JAグループSDGｓ取組方針、JＡグループGAP取組方針に
基づき、各取組の推進
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